
支給要件フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ なお、受給資格者及び扶養義務者の前年（１月から８月までの間は前々年）の所得が政

令で定める額以上であるときは、手当の一部又は全部が支給停止となる。 

【 父又は母が 】 

・対象児童を監護しているか 

・日本国内に住所を有しているか 

【 父又は母以外の者（養育者）の場合であれば 】 

・上記の父又は母の各要件の他に対象児童と同居し、生計を維

持しているか 

【 児童が 】 

・18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある者であるか（政令で定め

る程度の障がいの状態にある者は 20歳未満） 

・日本国内に住所を有しているか 

・児童は次のいずれかに該当するか 

 ア 父母が婚姻を解消した児童 

 イ 父又は母が死亡した児童 

 ウ 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 

 エ 父又は母の生死が明らかでない児童 

 オ 父又は母から引き続き 1 年以上遺棄されている児童 

 カ 父又は母が法令により 1 年以上拘禁されている児童 

 キ 母が婚姻に寄らないで懐胎した児童 

 ク その他棄児などの児童 

・次のいずれかに該当するか 

 ア 児童が、里親に委託されている 

 イ 児童が、児童福祉施設に入所している 

 ウ 児童が、父又は母と生計を同じくしている（父又は母が障がい以外） 

 エ 児童が、父又は母の配偶者（事実上の配偶者も含む）に養育されている 

（父又は母が障がい以外） 

はい 

はい 

はい 

受給資格に該当 

いいえ 

受給資格に非該当 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 


